
○
総
務
省
令
第
五
十
一
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
第
一
種
指
定

電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
及
び
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
一
日

総
務
大
臣

鳩
山


夫

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
及
び
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

「
一
般
第
一
種
指
定
設
備
」
と
は
、
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
第
四
条
の
表
六
の
二
の

項
の
う
ち
一
般
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
、
一
般
中
継
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
、
関

門
交
換
機
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
及
び
表
六
の
三
の
項
の
機
能
（
以
下
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
「

1



一
般
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
設
備
並
び
に
Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ
と
連
携
し
て

提
供
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
制
御
の
機
能
に
係
る
設
備
を
い
う
。

六

「
特
別
第
一
種
指
定
設
備
」
と
は
、
一
般
第
一
種
指
定
設
備
以
外
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。

第
五
条
第
二
項
中
「
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
」
を
削
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

第
一

〔第
２

条

・第
６

条
・

第
７

条
・

第
８

条

〕

勘
定

科
目

表

資
産

科
目

款

（原
価

部
門

）

項

１
電

気
通

信
事

業
固

定
資

産

(
1
)
有

形
固

定
資

産
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

１
一

般
第

一
種

指
定

設
備

一
般

第
一

種
指

定
収

容
ル

タ

（一
般

収
容

ル
タ

接
ー

ー

続
ル

テ
ィ

ン
グ

伝
送

機
能

に
係

る
も

の
に

限
る

）

ー
。

2



3

一
般

第
一

種
指

定
中

継
ル

タ
ー

Ｓ
Ｉ

Ｐ
サ

バ
ー

ゲ
ト

ウ
ェ

イ
ル

タ
ー

ー

メ
デ

ィ
ア

ゲ
ト

ウ
ェ

イ
ー

一
般

第
一

種
指

定
収

容
ル

タ

（一
般

収
容

ル
タ

接
ー

ー

続
ル

テ
ィ

ン
グ

伝
送

機
能

に
係

る
も

の
を

除
く

）

ー
。

網
終

端
装

置

（Ｉ
Ｐ

―

Ｖ
Ｐ

Ｎ
サ

ビ
ス

に
係

る
も

の
ー

）

網
終

端
装

置

（イ
ン

タ
ネ

ッ
ト

接
続

サ
ビ

ス
に

係
ー

ー

る
も

の

）

収
容

イ
サ

ネ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
ー

中
継

イ
サ

ネ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
ー

ゲ
ト

ウ
ェ

イ
ス

イ
ッ

チ
ー



4

伝
送

路

（何

）

２
特

別
第

一
種

指
定

設
備

端
末

系
伝

送
路

（電
気

信
号

の
伝

送
に

係
る

も
の

）

主
配

線
盤

（電
気

信
号

の
伝

送
に

係
る

も
の

）

端
末

系
伝

送
路

（光
信

号
の

伝
送

に
係

る
も

の

）

主
配

線
盤

（光
信

号
の

伝
送

に
係

る
も

の

）

公
衆

電
話

設
備

端
末

系
交

換
設

備

（主
と

し
て

音
声

伝
送

役
務

の
提

供

に
用

い
ら

れ
る

も
の

）

端
末

系
交

換
設

備

（主
と

し
て

音
声

伝
送

役
務

の
提

供

に
用

い
ら

れ
る

も
の

の
う

ち
加

入
者

交
換

機
接

続
用

、

伝
送

装
置

利
用

機
能

に
係

る
も

の

）



5

端
末

系
交

換
設

備

（主
と

し
て

デ
タ

伝
送

役
務

の
提

ー

供
に

用
い

ら
れ

る
も

の

）

端
末

系
交

換
設

備

（主
と

し
て

デ
タ

伝
送

役
務

の
提

ー

供
に

用
い

ら
れ

る
も

の
の

う
ち

ル
テ

ィ
ン

グ
伝

送
、

ー

機
能

に
係

る
も

の

）

端
末

系
交

換
設

備
端

末
系

又
は

中
継

系
交

換
設

備
伝

～

送
路

（主
と

し
て

音
声

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い

ら
れ

る
も

の

）

端
末

系
交

換
設

備
端

末
系

又
は

中
継

系
交

換
設

備
伝

～

送
路

（主
と

し
て

デ
タ

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い

ら
ー

れ
る

も
の

）

端
末

系
交

換
設

備
端

末
系

又
は

中
継

系
交

換
設

備
伝

～

送
路

（主
と

し
て

デ
タ

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い

ら
ー



6

れ
る

も
の

の
う

ち
ル

テ
ィ

ン
グ

伝
送

機
能

に
係

る
、

ー

も
の

）

中
継

系
交

換
設

備

（主
と

し
て

音
声

伝
送

役
務

の
提

供

に
用

い
ら

れ
る

も
の

）

中
継

系
交

換
設

備

（主
と

し
て

デ
タ

伝
送

役
務

の
提

ー

供
に

用
い

ら
れ

る
も

の

）

中
継

系
交

換
設

備

（主
と

し
て

デ
タ

伝
送

役
務

の
提

ー

供
に

用
い

ら
れ

る
も

の
の

う
ち

ル
テ

ィ
ン

グ
伝

送
、

ー

機
能

に
係

る
も

の

）

信
号

網
設

備

番
号

案
内

デ
タ

ベ
ス

及
び

番
号

案
内

設
備

ー
ー

手
動

交
換

設
備

折
返

し
通

信
路

設
定

機
能

に
係

る
設

備



7

専
用

加
入

者
線

装
置

モ
ジ

ュ
ル

ー

専
用

加
入

者
線

装
置

モ
ジ

ュ
ル

の
う

ち
光

信
号

電
ー

、

気
信

号
変

換
機

能
に

係
る

も
の

専
用

線
ノ

ド
装

置
ー

専
用

加
入

者
線

装
置

モ
ジ

ュ
ル

専
用

線
ノ

ド
装

ー
～

ー

置
伝

送
路

専
用

線
ノ

ド
装

置
専

用
線

ノ
ド

装
置

伝
送

路
又

ー
～

ー

は
相

互
接

続
点

伝
送

路

呼
関

連
デ

タ
ベ

ス
ー

ー

（何

）

建
物

土
地

構
築

物



8

機
械

及
び

装
置

車
両

及
び

船
舶

工
具

器
具

及
び

備
品

、

休
止

設
備

建
設

仮
勘

定

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
機

械
設

備

空
中

線
設

備

通
信

衛
星

設
備

端
末

設
備

市
内

線
路

設
備

市
外

線
路

設
備

土
木

設
備

海
底

線
設

備



9

建
物

土
地

構
築

物

車
両

及
び

船
舶

機
械

及
び

装
置

工
具

器
具

及
び

備
品

、

休
止

設
備

建
設

仮
勘

定

支
援

設
備

（補
助

部
門

）

電
力

設
備

監
視

設
備

試
験

受
付

設
備

（何
）

全
般

管
理

（補
助

部
門

）

共
通

部
門

設
備



10

管
理

部
門

設
備

(
2
)
無

形
固

定
資

産
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

の
科

目
に

従
っ

て
整

理

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
同

上

(
3
)
投

資
そ

の
他

の
資

産
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

の
科

目
に

従
っ

て
整

理

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
同

上

２
繰

延
資

産
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

の
科

目
に

従
っ

て
整

理

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
同

上

費
用

営
業

費
用

科
目

款

（原
価

部
門

）
項

営
業

費
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

何
（

）

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
契

約
管

理

料
金

収
納



11

広
報

・
広

告

役
務

販
売

何
（

）

運
用

費
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

番
号

案
内

手
動

接
続

通
話

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
電

報
運

用

何
（

）

施
設

保
全

費
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

何
設

備
保

守
（

）

何
設

備
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料

（
）

通
信

設
備

外
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
何

設
備

保
守

（
）

何
設

備
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料

（
）

通
信

設
備

外
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料



12

支
援

設
備

（補
助

部
門

）

電
力

設
備

監
視

設
備

試
験

受
付

何
（

）

共
通

費
全

般
管

理

（補
助

部
門

）

資
材

研
修

医
療

一
般

共
通

管
理

費
全

般
管

理

（補
助

部
門

）

ネ
ッ

ト
ワ

ク
関

連
部

門
ー

サ
ビ

ス
関

連
部

門
ー

一
般

管
理

部
門

試
験

研
究

費
及

び
研

究
費

償
却

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
イ

ン
フ

ラ
系

応
用

技
術

イ
ン

フ
ラ

系
基

礎
技

術



13

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
イ

ン
フ

ラ
系

応
用

技
術

イ
ン

フ
ラ

系
基

礎
技

術

ユ
ザ

系
応

用
技

術
ー

ー

ユ
ザ

系
基

礎
技

術
ー

ー

宅
内

系
応

用
技

術

純
粋

基
礎

技
術

減
価

償
却

費
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

何
設

備
（

）

建
物

構
築

物

機
械

及
び

装
置

車
両

及
び

船
舶

工
具

器
具

及
び

備
品

、

休
止

設
備



14

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
何

設
備

（
）

建
物

構
築

物

機
械

及
び

装
置

車
両

及
び

船
舶

工
具

器
具

及
び

備
品

、

休
止

設
備

支
援

設
備

（補
助

部
門

）

電
力

設
備

監
視

設
備

試
験

受
付

何
（

）

全
般

管
理

補
助

部
門

共
通

部
門

設
備

（
）

管
理

部
門

設
備



15

固
定

資
産

除
却

費
減

価
償

却
に

倣
う

通
信

設
備

使
用

料
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

何
設

備
使

用
料

（
）

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
何

設
備

使
用

料
（

）

租
税

公
課

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
国

税

地
方

税

道
路

占
用

料

何
（

）

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
国

税

地
方

税

道
路

占
用

料

何
（

）

振
替

網
使

用
料

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
何

設
備

使
用

料
（

）

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
何

設
備

使
用

料
（

）



16

収
益

営
業

収
益

科
目

款
原

価
部

門
項

（
）

受
取

網
使

用
料

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
事

業
者

の
接

続
形

態
に

応
じ

た
項

を
規

定
す

る
。

振
替

網
使

用
料

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
事

業
者

の
接

続
形

態
に

準
じ

た
項

を
規

定
す

る
。

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
何

設
備

使
用

料
（

）

接
続

装
置

使
用

料
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

装
置

の
種

別
ご

と
に

項
を

設
け

る
。

網
改

造
料

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
改

造
対

象
設

備
の

種
別

ご
と

に
項

を
設

け
る

。

役
務

収
入

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
何

（
）

（注

）

１
メ

デ
ィ

ア
ゲ

ト
ウ

ェ
イ

と
は

パ
ケ

ッ
ト

と
音

声
信

号
を

相
互

に
符

号
変

換
す

る
装

置
を

い
う

ー
、

。

２
ゲ

ト
ウ

ェ
イ

ル
タ

と
は

一
般

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
に

該
当

す
る

ル
タ

と
他

の
電

気
通

信
事

業
者

ー
ー

、
ー

の
電

気
通

信
設

備
と

を
相

互
に

接
続

す
る

た
め

に
こ

れ
ら

の
設

備
の

間
に

設
置

さ
れ

る
ル

タ
を

い
う

ー
。



17

３
ゲ

ト
ウ

ェ
イ

ス
イ

ッ
チ

と
は

一
般

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
に

該
当

す
る

イ
サ

ネ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
と

他
ー

、
ー

の
電

気
通

信
事

業
者

の
電

気
通

信
設

備
と

を
相

互
に

接
続

す
る

た
め

に
こ

れ
ら

の
設

備
の

間
に

設
置

さ
れ

る
イ

サ
ー

ネ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
を

い
う

。
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別
表

第
二

〔第
６

条
・

第
８

条

〕

接
続

会
計

財
務

諸
表

様
式

様
式

第
１

損
益

計
算

書

会
計

単
位

名
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

（単
位

円

）

Ⅰ
接

続
損

益
の

部

(
1
)
営

業
収

益

１
受

取
網

使
用

料

ア
一

般
収

容
ル

タ
接

続
ル

テ
ィ

ン
グ

伝
送

機
能

等
に

係
る

も
の

ー
ー

イ
ア

以
外

の
も

の

２
振

替
網

使
用

料

ア
一

般
収

容
ル

タ
接

続
ル

テ
ィ

ン
グ

伝
送

機
能

等
に

係
る

も
の

ー
ー
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イ
ア

以
外

の
も

の

（ア

）

接
続

料
規

則
第

４
条

に
規

定
す

る
機

能
に

係
る

も
の

（イ

）

（ア

）以
外

の
も

の

(
2
)
営

業
費

用

１
営

業
費

用

２
振

替
網

使
用

料

接
続

営
業

利
益

（又
は

接
続

営
業

損
失

）

Ⅱ
接

続
関

連
損

益
の

部

(
1
)
営

業
収

益

１
接

続
装

置
使

用
料

ア
一

般
収

容
ル

タ
接

続
ル

テ
ィ

ン
グ

伝
送

機
能

等
に

係
る

も
の

ー
ー

イ
ア

以
外

の
も

の

２
網

改
造

料
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ア
一

般
収

容
ル

タ
接

続
ル

テ
ィ

ン
グ

伝
送

機
能

等
に

係
る

も
の

ー
ー

イ
ア

以
外

の
も

の

(
2
)
営

業
費

用

接
続

関
連

営
業

利
益

（又
は

接
続

関
連

営
業

損
失

）

会
計

単
位

名
第

一
種

指
定

設
備

利
用

部
門

（単
位

円

）

(
1
)
営

業
収

益

１
役

務
収

入

２
振

替
網

使
用

料

(
2
)
営

業
費

用

１
営

業
費

用

２
振

替
網

使
用

料

ア
一

般
収

容
ル

タ
接

続
ル

テ
ィ

ン
グ

伝
送

機
能

等
に

係
る

も
の

ー
ー
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イ
ア

以
外

の
も

の

（ア

）

接
続

料
規

則
第

４
条

に
規

定
す

る
機

能
に

係
る

も
の

（イ

）

（ア

）以
外

の
も

の

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
営

業
利

益

（又
は

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
営

業
損

失

）

（記
載

上
の

注
意

）

次
の

事
項

を
注

記
す

る
こ

と
。

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
Ⅰ

接
続

損
益

の
部

(
1
)
営

業
収

益
２

振
替

網
使

用
料

に
関

し
認

可
接

「
」

、

続
約

款
等

以
外

の
提

供
分

に
つ

い
て

の
振

替
額

様
式

第
２

使
用

平
均

資
本

及
び

資
本

報
酬

計
算

書

会
計

単
位

名
第

一
種
指

定
設

備
管

理
部

門

（単
位

円

）

期
首

残
高

期
末

残
高

首
末

平
均

残
高
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１
電

気
通

信
事

業
固

定
資

産
×

×
×

×
×

×
×

×
×

（再
掲

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備

）

×
×
×

×
×
×

×
×
×

２
投

資
そ

の
他

の
資

産

×
×
×

×
×
×

×
×
×

３
繰

延
資

産
×

×
×

×
×

×
×

×
×

４
運

転
資

本
×

×
×

―
―

５
過

年
度

の
料

金
算

定
に

従
っ

た
資

本
額

の
調

整
×

×
×

使
用

平
均

資
本

額
×

×
×

６
営

業
利

益
×

×
×

７
過

年
度

の
料

金
算

定
に

従
っ

た
報

酬
額

の
調

整
×

×
×

資
本

報
酬

額
×

×
×

使
用

平
均

資
本

報
酬

率
×

×
％

設
定

報
酬

率
×

×
％

会
計

単
位

名
第

一
種

指
定

設
備

利
用
部

門
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（単
位

円

）

期
首

残
高

期
末

残
高

首
末

平
均

残
高

１
電

気
通

信
事

業
固

定
資

産
×

×
×

×
×

×
×

×
×

２
投

資
そ

の
他

の
資

産

×
×
×

×
×
×

×
×
×

３
繰

延
資

産
×

×
×

×
×

×
×

×
×

４
運

転
資

本
×

×
×

―
―

使
用

平
均

資
本

額
×

×
×

営
業

利
益

×
×

×
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第一種指定設備管理部門計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種指定設備利用部門計 

 

 

 

合計 

一般第一種指定設備 

特別第一種指定設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち光信号中継伝送機能に係るもの 

指定外電気通信設備 

（何） 

サービス活動 

端末系伝送路（電気信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（電気信号の伝送に係るもの） 

端末系伝送路（光信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（光信号の伝送に係るもの） 

公衆電話設備 

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

 

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの）

 

中継系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

 

信号網設備 

番号案内データベース及び番号案内設備 

手動交換設備 

折返し通信路設定機能に係る設備 

専用加入者線装置モジュール 

 

専用線ノード装置 

専用加入者線装置モジュール～専用線ノード装置伝送路 

専用線ノード装置～専用線ノード装置伝送路又は相互接続点伝送路 

呼関連データベース 

（何） 
うち加入者交換機接続用伝送装置利用機能に係るもの 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

うち光信号電気信号変換機能に係るもの 

様
式

第
３

 
固

 
定

 
資

 
産

 
帰

 
属

 
明

 
細

 
表

 
（

単
位

 
円

）
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機械設備 

公
衆

電
話

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市
内

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市
外

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
報

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伝
送

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

無
線

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
力

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

案
内

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

監
視

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
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（

何
）

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

空
中

線
設

備
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

通
信

衛
星

設
備
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

設
備

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

線路設備 

市
内

線
路

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市
外

線
路

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

土
木

設
備

 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

海
底

線
設

備
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建
物

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
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構
築

物
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

機
械

及
び

装
置
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

車
両

及
び

船
舶
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

休
止

設
備

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土
地

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建
設

仮
勘

定
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

無
形

固
定

資
産
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

設
備

区
分

ご
と

の
固

定
資

産
合

計
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
注

）
 

こ
の

表
に

掲
げ

た
項

目
に

計
上

す
べ

き
金

額
が

な
い

場
合

は
、

当
該

項
目

を
省

略
し

た
様

式
に

よ
り

作
成

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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一般第一種指定設備計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 

一般第一種指定収容ルータ（一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能に係るものに限る。） 

一般第一種指定中継ルータ 

ＳＩＰサーバ 

ゲートウェイルータ 

メディアゲートウェイ 

一般第一種指定収容ルータ（一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能に係るものを除く。） 

網終端装置（ＩＰ―ＶＰＮサービスに係るもの） 

網終端装置（インターネット接続サービスに係るもの） 

収容イーサネットスイッチ 

中継イーサネットスイッチ 

ゲートウェイスイッチ 

伝送路 

（何） 

様
式

第
３

の
２

 
固

 
定

 
資

 
産

 
帰

 
属

 
明

 
細

 
表

（
一

般
第

一
種

指
定

設
備

再
掲

）
 

（
単

位
 

円
）
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機械設備 

公
衆

電
話

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市
内

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市
外

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
報

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伝
送

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

無
線

機
械

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
力

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

案
内

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

監
視

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

30 

 
（

何
）

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

空
中

線
設

備
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

通
信

衛
星

設
備
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

設
備

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

線路設備 

市
内

線
路

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市
外

線
路

設
備

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

土
木

設
備

 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

海
底

線
設

備
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建
物

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
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構
築

物
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

機
械

及
び

装
置
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

車
両

及
び

船
舶
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

休
止

設
備

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土
地

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建
設

仮
勘

定
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

無
形

固
定

資
産
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

設
備

区
分

ご
と

の
固

定
資

産
合

計
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
注

）
 

１
 

こ
の

表
に

掲
げ

た
項

目
に

計
上

す
べ

き
金

額
が

な
い

場
合

は
、

当
該

項
目

を
省

略
し

た
様

式
に

よ
り

作
成

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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２
 

メ
デ

ィ
ア

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ

と
は

、
パ

ケ
ッ

ト
と

音
声

信
号

を
相

互
に

符
号

変
換

す
る

装
置

を
い

う
。

 

３
 

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ

ル
ー

タ
と

は
、

一
般

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
に

該
当

す
る

ル
ー

タ
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
を

相
互

に
接

続
す

る
た

め
に

こ
れ

ら
の

設
備

の
間

に
設

置
さ

れ
る

ル
ー

タ
を

い
う

。
 

４
 

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ

ス
イ

ッ
チ

と
は

、
一

般
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

に
該

当
す

る
イ

ー
サ

ネ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
を

相
互

に
接

続
す

る
た

め
に

こ
れ

ら
の

設
備

の
間

に
設

置
さ

れ
る

イ
ー

サ
ネ

ッ
ト

ス
イ

ッ
チ

を
い

う
。
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第一種指定設備管理部門計 

 
 

 
第一種指定設備利用部門計 

 
合計 

一般第一種指定設備 

特別第一種指定設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち光信号中継伝送機能に係るもの 

指定外電気通信設備 

（何） 

サービス活動 

端末系伝送路（電気信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（電気信号の伝送に係るもの） 

端末系伝送路（光信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（光信号の伝送に係るもの） 

公衆電話設備 

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

 

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

 

中継系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

 

信号網設備 

番号案内データベース及び番号案内設備 

手動交換設備 

折返し通信路設定機能に係る設備 

専用加入者線装置モジュール 

 

専用線ノード装置 

専用加入者線装置モジュール～専用線ノード装置伝送路 

専用線ノード装置～専用線ノード装置伝送路又は相互接続点伝送路 

呼関連データベース 

（何） 

うち加入者交換機接続用伝送装置利用機能に係るもの 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

うち光信号電気信号変換機能に係るもの 

様
式

第
４

 
設

 
備

 
区

 
分

 
別

 
費

 
用

 
明

 
細

 
表

 
（

単
位

 
円

）
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営
業

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
う

ち
貸

倒
損

失
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

運
用

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

施
設

保
全

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

共
通

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

管
理

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

試
験

研
究

費
及

び
研

究
費

償
却

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

減
価

償
却

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

固
定

資
産

除
却

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
う

ち
除

却
損

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

通
信

設
備

使
用

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

租
税

公
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
単

位
 

％
）

 

直
課
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

活
動

基
準

帰
属

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

配
賦
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
注

）
 

 
１

 
電

気
通

信
設

備
を

収
容

す
る

建
物

に
係

る
費

用
、

器
具

備
品

に
係

る
費

用
、

通
信

設
備

使
用

料
及

び
租

税
公

課
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

次
の

基
準

に
よ

り
、

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
及

び
第

一
種

指
定

設
備

利
用

部
門

に
お

い
て

物
理

的
に

管
理

可
能

な
資

産
の

区
分

、
支

援
設

備
、

全
般

管
理

に
帰

属
さ

せ
る

。
 

 
 

建
物

 

 
 

 
減

価
償

却
費

、
固

定
資

産
除

却
費

、
施

設
保

全
費

 
 

第
一

段
階

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
占

有
面

積
比

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
二

段
階

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
設

備
の

占
有

面
積

比
（

設
備

収
容

関
連

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
稼

働
人

員
数

比
（

設
備

収
容

関
連

以
外

）
 

 
 

器
具

備
品

 

 
 

 
減

価
償

却
費

、
固

定
資

産
除

却
費

、
施

設
保

全
費

 
 

稼
働

人
員

数
比

 

 
 

通
信

設
備

使
用

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

該
当

す
る

設
備

区
分

比
 

 
 

租
税

公
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

正
味

固
定

資
産

額
比

 

 
２

 
試

験
研

究
費

及
び

研
究

費
償

却
に

つ
い

て
は

、
次

の
基

準
に

よ
り

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
及

び
第

一
種

指
定

設
備

利
用

部
門

に
お

い
て

物
理

的
に

管
理

可
能

な
資

産
の

区
分

に
帰

属
さ

せ
る

。
 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
（

通
信

用
建

物
）

 
 

 
 

 
 

占
有

面
積

比
 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
（

通
信

用
電

力
）

 
 

 
 

 
 

仕
様

電
力

値
比

 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
（

電
気

通
信

設
備

）
 

 
 

 
 

設
備

区
分

の
当

年
度

取
得

固
定

資
産

価
額

比
 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
基

礎
技

術
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

の
当

年
度

取
得

固
定

資
産

価
額

比
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３

 
第

８
条

第
２

項
に

規
定

す
る

基
準

は
、

原
則

と
し

て
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

支
援

設
備

 

 
 

 
電

力
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

仕
様

電
力

値
比

 

 
 

 
試

験
受

付
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

故
障

件
数

比
 

 
 

 
監

視
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

監
視

対
応

件
数

比
 

 

 
 

全
般

管
理

 

 
 

 
共

通
 

 
 

 
 

資
材

（
販

売
用

の
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

 
 

 
保

管
、

荷
役

、
輸

配
送

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
年

度
取

得
固

定
資

産
価

額
比

 

 
 

 
 

 
資

材
共

通
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
年

度
取

得
固

定
資

産
価

額
比

 

 
 

 
 

研
修

（
サ

ー
ビ

ス
関

連
の

も
の

を
除

く
。

）
 

 
 

 
 

 
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

関
連

部
門

の
稼

働
人

員
数

比
 

 
 

 
 

 
共

通
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

稼
働

人
員

数
比

 

 
 

 
 

医
療

（
職

員
の

健
康

管
理

に
関

す
る

も
の

）
 

 
 

稼
働

人
員

数
比

 

 
 

 
 

一
般

共
通

 

 
 

 
 

 
経

理
（

仕
訳

レ
コ

ー
ド

数
に

よ
り

設
備

関
連

の
 

支
出

額
比

 

 
 

 
 

 
 

 
も

の
を

抽
出

）
 

 
 

 
 

 
総

務
、

厚
生

、
人

事
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

支
出

額
比

 

 
 

 
管

理
（

サ
ー

ビ
ス

関
連

部
門

を
除

く
。

）
 

 
 

 
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

関
連

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
得

固
定

資
産

価
額

比
 

 
 

 
 

一
般

管
理

（
電

気
通

信
設

備
の

管
理

運
営

に
関

連
 

支
出

額
比

 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る

も
の

）
 

 
４

 
こ

の
表

に
掲

げ
た

項
目

に
計

上
す

べ
き

金
額

が
な

い
場

合
は

、
当

該
項

目
を

省
略

し
た

様
式

に
よ

り
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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一般第一種指定設備計 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合計 

一般第一種指定収容ルータ（一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能に係るものに限る。） 

一般第一種指定中継ルータ 

ＳＩＰサーバ 

ゲートウェイルータ 

メディアゲートウェイ 

一般第一種指定収容ルータ（一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能に係るものを除く。） 

網終端装置（ＩＰ―ＶＰＮサービスに係るもの） 

網終端装置（インターネット接続サービスに係るもの） 

収容イーサネットスイッチ 

中継イーサネットスイッチ 

ゲートウェイスイッチ 

伝送路 

（何） 

様
式
第

４
の

２
 

設
 

備
 

区
 

分
 

別
 

費
 

用
 

明
 

細
 

表
（
一

般
第

一
種

指
定

設
備

再
掲

）
 

（
単

位
 

円
）
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営
業

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
う

ち
貸

倒
損

失
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

運
用

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

施
設

保
全

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

共
通

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

管
理

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

試
験

研
究

費
及

び
研

究
費

償
却

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

減
価

償
却

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

固
定

資
産

除
却

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
う

ち
除

却
損

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

通
信

設
備

使
用

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

租
税

公
課
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
単

位
 

％
）

 

直
課
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

活
動

基
準

帰
属

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

配
賦

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
注

）
 

１
 

こ
の

表
に

掲
げ

た
項

目
に

計
上

す
べ

き
金

額
が

な
い

場
合

は
、

当
該

項
目

を
省

略
し

た
様

式
に

よ
り

作
成

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

メ
デ

ィ
ア

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ

と
は

、
パ

ケ
ッ

ト
と

音
声

信
号

を
相

互
に

符
号

変
換

す
る

装
置

を
い

う
。

 

３
 

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ

ル
ー

タ
と

は
、

一
般

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
に

該
当

す
る

ル
ー

タ
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
を

相
互

に
接

続
す

る
た

め
に

こ
れ

ら
の

設
備

の
間

に
設

置
さ

れ
る

ル
ー

タ
を

い
う

。
 

４
 

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ

ス
イ

ッ
チ

と
は

、
一

般
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

に
該

当
す

る
イ

ー
サ

ネ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
を

相
互

に
接

続
す

る
た

め
に

こ
れ

ら
の

設
備

の
間

に
設

置
さ

れ
る

イ
ー

サ

ネ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
を

い
う

。
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（
接
続
料
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
四
条
の
表
六
の
二
の
項
（
関
門
交
換
機
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
機
能
の
接
続
料
は
、
Ｓ
Ｉ
Ｐ

サ
ー
バ
に
よ
り
セ
ッ
シ
ョ
ン
制
御
を
行
う
た
め
の
機
能
に
係
る
も
の
は
通
信
回
数
を
単
位
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
機
能
に

係
る
も
の
は
通
信
時
間
を
単
位
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
六
の
二
の
項
及
び
七
の
項
」
を
「
六
の
二
の
項
（
関
門
交
換
機
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
を

除
く
。
）
、
六
の
三
の
項
、
七
の
項
及
び
七
の
二
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を

「
前
項
」
に
改
め
、
「
単
位
は
」
の
下
に
「
、
第
四
条
の
表
一
の
項
、
三
の
項
か
ら
三
の
三
の
項
ま
で
、
六
の
項
及
び
七
の

項
の
機
能
に
つ
い
て
は
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二
中
「
第
四
条
の
表
一
の
項
（
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条

を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
四
条
の
表
一
の
項
（
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
機
能
の
接
続
料
は
、
回
線
数
を
単
位
と
し
て
設
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定
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
六
の
様
式
第
一
第
三
表
の
次
に
次
の
表
を
加
え
る
。
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別
表
第
６
（
第
１
９
条
関
係
）
 

 
様
式
第
１
 

 
 
第
４
表
 

通
 
信
 
量
 
記
 
録
 

年
度
分
 

項
目
名
 

 

数
値
 

 

単
位
 

 

メ
デ
ィ
ア
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
 

 
ｂ
ｐ
ｓ
 

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ル
ー
タ
 

 
ｂ
ｐ
ｓ
 

一
般
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー
タ
（
一
般
収

容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 

 
ｂ
ｐ
ｓ
 

網
終
端
装
置
 

 
ｂ
ｐ
ｓ
 

 

注
１
 
メ
デ
ィ
ア
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
は
、
パ
ケ

ッ
ト
と
音
声
信
号
を
相
互
に
符
号
変
換
す
る
装
置
を
い
う
。
 

注
２
 
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ル
ー
タ
と
は
、
一
般
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
該
当
す
る
ル
ー
タ
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
を
相
互
に
接
続
す
る
た
め

に
こ

れ
ら

の
設

備

の
間
に
設
置
さ
れ
る
ル
ー
タ
を
い
う
。
 

注
３
 
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ル
ー
タ
及
び
一
般
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー
タ
（
一
般
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
品
質

ク
ラ

ス
別

に
区

分

し
て
記
録
す
る
こ
と
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




